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1.  はじめに  
	
 法律に関係するテキストの質問応答は、他の領域の質問

応答とは大きく異なる。他領域における質問応答システム

との最大の差異は、法律文書に登場する複数のエージェン

トの役割とその関係性を、正確に解析する必要があるとい

うことである。我々のシステムでは、与えられた司法試験

問題及び知識源となる民法条文の間の役割と関係性を対応

づけるために、述語項構造をベースとして、法律関係文書

に登場する格の役割を解析し、それを利用する。我々は本

システムを、国際コンペティションである Competition 
on Legal Information Extraction/Entailment 2016 (以下
COLIEE)[1]に適用し、サブタスクの Phase 2 にて、過去
のデータセットの解析結果ではどのチームよりも良い結果

を、また formal run では 1 位タイの結果を得た[2]。これ
らの結果より、法律文書において、上記に示した格の役割

とその関係性の重要性が示されたが、今後、より高い正答

率・確信度を得るために、幾つかの問題が残されている。

本稿では、COLIEE に参加するにあたりに用いた手法、及
びその追加的な解析と、残された課題についての改善につ

いて述べる。 

2.    COLIEEタスク  
COLIEE シ リ ー ズ は 、 JURISIN (Juris-Informatics) 

workshop において催されており、本稿が対象とするのは
COLIEE 2014[3]、COLIEE 2015[4]に続く 3度目の COLIEE 
2016[1]である。 

COLIEEのタスクには 3つの Phase（サブタスク）が設定
されている。Phase 1では、与えられた司法試験問題を解答
するのに必要な民法条文を検索することを目的としている。 
	
 Phase 2 では、含意関係認識のタスクを担う。図 1 は
COLIEE におけるデータセットの一例を示す。試験問題
（t2 に対応する）とそれに関係する民法条文（t1 に対応す
る）が与えられ、システムは Yes か No の二値で与えられ
た問題文が、民法条文に照らして正しいか否かを解答する。	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
  

Phase 3 では試験問題（t2）のみが与えられ、システムは
それに関係する民法条文を全条文から検索したのち、含意

関係を判断しなければならない。 
問題文（t2）は、我が国の司法試験のうち短答式問題の

民法分野のものが用いられ、また知識源として与えられる

民法条文も我が国の民法通則である。COLIEE ではそれぞ
れを英語に翻訳したものも提供されたが、我々は日本語版

を対象としてシステムを構築する。また我々は主として

Phase 2を対象としたシステムを設計し、それを転用する形
で Phase 3の解答を試みる。 

3.  提案手法  

3.1.  設計思想  
我々は、ルールベースで構築されたシンプルな解答器を

目指す。その理由として、与えられる民法条文及び司法試

験問題の各文構造が形式的で、主題、条件節、対象などが、

ある程度決められた格や表現を伴い、文中に登場している

ことが挙げられる。また、法律文書の観察から得られた知

見を元に、ルールベースでシステムを作成することによっ

て、法律文書が内包する問題を明らかにするためである。 
	
 法律文書においては、格の役割とその関係が文構造を決

定する上で重要であると考え、本稿では表層格を用いて主

題を明らかにし、それと結びつく述語、とりわけ文末表現

の関係性に着目する。 
	
 解析には、日本語格の依存関係を明らかにするために、

日本語形態素解析器及び日本語構文解析器を使用する。こ

れらの解析器で得られた結果を利用することで、主題と述

語を、それぞれの文で得ることが可能となる。現状、より

意味的な解釈が可能な深層格を得られる解析器は存在しな

いため、ここでは表層格を用いることとする。主語と認定

する際に必要な主格は、各文に一般的に登場するガ格とハ

格であると定義した。本システムは主語と主題についての

明確な区別は行わないものとする。 
条文の冒頭部分には、その条文の条文番号、及び条文名

が記載されている。民法条文を解析する際、含意関係認識

に不要だと考えられる、各文の冒頭部分に記載される「X
条」とそれに付随する文章は事前に取り除く。さらに、補

足・逆説を表現する接続詞である「ただし」が文中に出現

した場合は、これを含む一文を取り除いて処理する場合と、

そのままの状態で処理する二つの方法を用意した。「ただ

し」は付加的な接続詞であるものの、文全体の論理値を逆

転させる可能性もあるためである。 
以下の節で、主題と文末表現を 1対 1で対応させ比較す

るメソッド 1、及び主題と複数の文末表現を 1 対多で対応
させ比較するメソッド 2について説明する。 

3.2.  主題及び文末表現の 1対 1対応付け  (メソッド 1)  
メソッド 1 では、前述した手法により抽出した主題と文

末表現の関係づけを行う。図 2にその概念図を示す。 
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 t1: （留置権の行使と債権の消滅時効） 
第三百条	
 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を

妨げない。 
(Exercise of Rights of Retention and Extinctive 
Prescription of Claims) Article 300 
The exercise of a right of retention shall not preclude 
the running of extinctive prescription of claims. 
t2:  留置権者が留置物の占有を継続している間であって
も，その被担保債権についての消滅時効は進行する。 
Even while the holder of a right to retention 
continues the possession of the retained property, 
extinctive prescription runs for its secured claim. 

図 1. COLIEEデータセット例 
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第一に、構文解析及び形態素解析の結果から得られた主

題と文末表現について、一対一の対応付けを行う。今回、

文中に主題となり得る表現が存在しなかった場合、または

それを取得できなかった場合は、文末表現のみを獲得し、

それらを比較する。 
第二に、得られた主題と文末表現のペアについて、より

抽象的な形へと変形することを試みる。例えば、主題とな

り得る単語に付随する表層格(ガ格/ハ格)は、ここで取り除
く。同時に、句読点についてもここで取り除く。さらに、

文末表現が可能性表現 (〜できる/〜できない)であった場合、
その文末表現部分を True、もしくは False へと置換する。
文末表現に関して、可能性表現ではないとき、文末表現は

表層形のままを維持する。メソッド 1 では民法条文及び試
験問題から獲得された全ての主題及び文末表現のペアが一

致するものがあれば Yes と解答し、そうでなければ No と
解答する。 

3.3.  主題及び文末表現の 1対多の対応付け  (メソッド 2)  
	
 メソッド 2はメソッド 1と比較し、より厳格な評価を期
待した手法であり、一つの主題に対して複数の文末表現を

持たせることが可能となる。メソッド２ではまず、ペアに

含まれる主題を比較し、もし一致する表現が見つかれば、

そのセット中の文末表現部分の比較を行う。図 3 は、メソ
ッド 2 の概念を示したものである。例えば、「善意の占有
者は、占有物から生ずる果実を取得する。善意の占有者が

本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時

から悪意の占有者とみなす。」という文において、我々の

システムは「占有者は」を主題、「取得する」及び「みな

す 」 を 述 語 と し て 獲 得 す る こ と が で き る 。

 
 

4.  実験  
	
 解析には、日本語形態素解析器 JUMAN[5]と、日本語構
文解析器 KNP[6]を使用する。また JUMAN に、本タスク
に向けて日本語法律用語辞典「有斐閣法律用語辞典第 4 版」
をユーザ辞書として追加する。法律用語辞典で追加される

単語数は延べ 12,612 単語である。KNP は日本語格の依存
関係を解析するツールとしても利用可能であり、この際に

JUMANの形態素解析結果を用いる。 
	
 実験は COLIEE2016 における日本語版データセットを用
いて行った。データセットは訓練・テストの各問題データ

と民法通則条文からなり、訓練は過去の司法試験問題を

COLIEE 形式にしたのち正答を付したものである。訓練デ
ータは、参考とすべき民法条文(t1)と試験問題(t2)が各問に
セットで含まれており、その数は平成 21年度が 56問、平
成 22年度が 47問、平成 23年度が 41問、平成 24年度が
79問、平成 25年度が 65問である。またテストデータは、
Phase 2用データは訓練データと同じデータフォーマットで
あり平成 27年度もので 70問、Phase 3用データは情報検索
タスクである Phase 1も含むため民法条文(t1)は記載されて
おらず、平成 26 年度の 95 問となっている。COLIEE の
Phase 2および Phase 3における評価は accuracyが用いられ
ている。 
我々の手法では、システム全体のパフォーマンスのチェ

ック、及び機能向上のための解析にこれらの訓練データを

利用している。 

4.1.  訓練データにおける Phase  2の結果  
	
 Phase 2では、2つのメソッド及び接続詞「ただし」の扱
い方により、4 つの Rule（実行パターン）を作り実行した。
Rule1 ではメソッド 1 とメソッド 2 を組み合わせて利用し
ている。Rule1 では全ての文章を対象に解析を行った。
Rule2 は Rule1 とほぼ同様だが、接続詞「ただし」を含む
文については除外し解析を行う。Rule3 及び Rule4 ではメ
ソッド 1 のみを適用し、「ただし」を含む一文も処理する
ものを Rule3、除外するものを Rule4とした。 

表 1に、Phase 2における訓練データを利用した際の評価
結果を示す。前年度の COLIEE 2015におけるテストデータ
であった平成 25 年度のデータセットについて、COLIEE 
2015 の参加者のベストスコアが 66.67％であったのに対し
て、我々のシステムは 74.24％であり、約 7 ポイント上回
ることができた。 

4.2.  訓練データにおける Phase  3の結果  
	
 Phase 3 では、Phase 2 と同様のシステムを使用した。
Phase 2は、与えられた t2(民法条文)を知識源とし解答する
含意認識タスクである。一方 Phase 3 は、t2 は与えられな
い。このため、我々のシステムは民法全てを解析の対象と

した。このとき、それぞれの試験問題に対し幾つの条文が

該当するか、言い換えるに Yes をいくつ返すかをカウント
する。そして Yesの数を閾値と比較し、最終的な Yesもし
くは No の解答を決定している。表 2 は訓練データを用い

 
図 2. メソッド 1の概念説明 

 

図 3.  メソッド 2の概念図 

表 1 . 法律用語事典を用いたフェーズ 2結果 
色つきのセルは該当年度のベストスコアを示す 
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た際の結果を示している。ただし、Phase 3においては「た
だし」を含む文章の有無はスコアに全く差がなかったため、

表中では Rule 2および Rule 4の結果は記載せず、Rule 1及
び Rule 3の結果のみ記載した。閾値については、実験的に
決定した 50 に加え、訓練データを解答する際は、解答す
る年度を除いた他 4年度分のデータから得られる Yesの数
を母集団とし計算された、中央値と平均値を用いる。テス

トデータを解く際には、訓練データ全体から得られる中央

値と平均値を用いた。 

4.3.  COLIEE2016における formal  runの結果  
テストデータによる評価である formal run も、訓練デー

タ解析時に用いた Phase 2及び Phase 3のシステムと同じも
のを使用した。表 3は Phase 2の実行結果を、表 4は Phase 
3 における実行結果を示している。それぞれの表における
KIS-1 は Rule1、KIS-2 は Rule2、KIS-3 は Rule3、KIS-4 は
Rule4を適用したものである。他の Runは COLIEE 2016に
参加した他チームの結果である。 

KIS-1 及び KIS-2 はメソッド 1 とメソッド 2 を利用した
ものであり、Phase 2ではいずれの他チームの結果よりも上
回っていることわかる。また Phase 3 における KIS-3 及び
KIS-4 はメソッド 1 のみを適用したものだが、KIS-1 及び
KIS-2を上回っていることがわかる。 
我々の手法は Phase 2 において、深層学習を用いた

iLis7[10]と並び 1位タイとなり、Phase 3では 3位となった。 

5.  考察  
	
 第一に、我々は形態素解析器を用いる際、法律用語辞典

をユーザ辞書として追加した。図 4 は、法律用語辞典の適
用の有無より得られた、処理の差異を示したものである。

この図において、法律用語辞典を用いた Rule3は Rule3A、
法律用語辞典を用いず、JUMAN 標準の辞書のみを利用し
た Rule3は Rule3Bと示す。図 4の例 H22-9-Iについて、形
態素解析において法律用語辞典を用いない Rule3B は、
「付合」という単語が、「付」及び「合」に分解されてい

ることがわかる。また「付」は、文末表現と結びつき、そ

の結果間違った Yesを出力していることがわかる。図 4の
別の例 H22-23-O は、その逆のケースと言える。法律用語
辞典なしで解析した結果、「貸借人」は「貸借」と「人」

に分解される。これは「人」がより一般的な単語であるこ

とに起因すると予想され、またそれは他の文末要素と紐付

けされた。この結果、システムは誤った回答である No を
出力した。これらの結果を省みるに、法律用語辞典は効果

的な、言い換えるに、我々が意図する主語と述語の対応を

抜き出す補助的な役割を果たしたと言える。 
第二に、Phase 2 において、平成 25 年度の訓練データで

は、「ただし」を含む文を除外して解析した Rule1 及び
Rule3が、Rule2及び Rule4よりも良い結果を示したことが
読み取れる。「ただし」という接続詞を含む一文は、補足

及び逆説の意味的な立場から、元来とは真逆の結果に導く

可能性がある。このことから、それを取り除いたことによ

って、よりよい結果を得られたと考えられる。 

	
 第三に、我々のシステムは Phase 3 を解答する際に、
Phase 2のシステムを直接用いたにも関わらず、表 3及び表
4より、Phase 2における結果の良し悪しは、Phase 3に相関
しないということが読み取れる。これは、システムが

Phase 3 ではなく、Phase 2 に最適化されていることが一因
であると考えられる。また表 2 より、Rule3 について、50
を閾値としたときと比べ、中央値または平均値を閾値とし

て用いたときは、精度と F 値の値に差がでないことがわか
る。Rule1 と Rule2 のそれぞれに設定された中央値や平均
値によって、Yes/Noの出力バランスが整えられたと考えら
れる。対して、表 5は、中央値及び平均値を用いた Phase 3
の解答システムをテストデータに適用した結果であり、表

表 2. 訓練データの Phase 3実行結果 
色つきのセルは各年度のベストスコアを示す。 

“Median” は中央値、”Average” は平均値である。 

図 4  法律用語辞典の効果 
Rule3Aは法律用語時点を用いたもの、Rule3Bは用いないものを示す 

 
表 5 . 中央値及び平均値を用いた際のテストデータ実行結果 

 

 
表 3 . formal runの Phase2実行結果  

色つきのセルは COLIEE 2016参加者中のベストスコアを示す 

 
表 4. formal runの Phase3実行結果  

色つきのセルは COLIEE 2016参加者中のベストスコアを示す 
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2 と比べて精度と F 値に大きな差が見られる。これにより、
Phase 3の formal runに用いられたテストデータと訓練デー
タに傾向差があったことが示されている。 
また、我々がシステムのパフォーマンス向上のために使

用した平成 21年度から平成 25年度までの訓練データにつ
いて、評価結果には年度によるばらつきがあることが見て

取れる。Phase 2タスクの全体的な傾向として、表 3の結果
が表 1 よりも下回っていることがわかるが、システムにと
ってこのときのテストデータが、訓練データよりも解き難

いものであったことは明らかである。このことから、配布

されたデータセットについて、年度ごとに傾向差があるこ

とが予想される。このようなスコアのばらつきが如何にし

て引き起こされたか、各データについてより正確に解析を

進めていく必要がある。 
さらに、我々のシステムの精度は、日本語形態素解析器

である KNP に依存しているという点についても言及した
い。KNP は、大規模ウェブテキストを用いて学習されてお
り、法律文書における精度は、確かなものであるとは言え

ない。 
Phase 2において、同率 1位であった iLis7は、決定木を

用いた多数決法、線形 SVM、語意、意味、また構文とい
った様々な特徴量を用いた、畳み込みニューラルネットワ

ークを使用している。しかし実際には、機械学習の効果は

Yes/Noのバランスの学習と、語彙レベルの類似を利用して
いると考えられ、法律文書の複雑な問題を解くために必要

不可欠な特徴を捉えられているとは考え難い。COLIEE 
2016 にて配布されたデータセットは、教師付き機械学習を
用いた手法を採用するには不十分な数である。同時に、

end-to-end の教師付き機械学習手法の適用だけでは、民法
条文及び試験問題における文構造や照応関係を明らかにす

るための、より深層的な特徴は取得することは困難である

と考える。 

6.  今後の課題  
	
 過去の COLIEE に参加したシステムと比較した際の最大
の相違点は、我々が日本語版データセットを利用している

ことに対し、他のチームは英語版データセットを利用して

いるということである。英語版データセットは、元となる

日本語の司法試験問題及び民法条文を直接翻訳したもので

あるが、日本語テキストを扱う際には、形態素に分割しな

ければならない。この形態素解析の際にシステムが誤れば、

最終的な結果も予期したものと異なったものになり得る。

我々が観察する限り、法律用語辞典を用いた形態素解析結

果はある程度、信用できるものであるといえるが、幾らか

の問題については、形態素解析の誤りも認められる。英語

版データセットと日本語版データセットの比較が今後課題

といえる。 
	
 過去に行われた COLIEE を省みるに、高い精度を十分に
維持しつつ論理的関係性を抽出することは極めて難しいと

考えられる。例えば、法律文書においては、「実体化」の

概念を含む問題がある。本稿で述べる「実体化」とは、具

体的な行為者が、アルファベットを用いて代名詞化されて

いる問題を指す。「実体化」を伴う問題の分別は、より高

度な抽象的処理過程を経なければならないだろう。 
	
 知識源である民法条文は、論理や条件が一つの文中に、

もしくは断片的に散りつつ記されている。また、民法条文

は独特の否定表現や省略表現が含まれており、これらは問

題を解くにあたって極めて重要な要素である。我々のシス

テムではある程度、それらの表現について取り扱っている

が、全てを網羅できてはいない。 
評価結果は、我々のシステムの有効性をある程度示して

いる一方で、JUMAN及び KNPの解析結果から取得可能な、
表層格のみを取り扱っていることに着目したい。より深層

的な格役割を担う深層格を用いることは、本タスクで使用

したような法律文書における意味的関係性を明らかにする

上で、極めて重要であると予想される。 
前述した問題点は、将来的な研究で解決することが望ま

れる。もっとも本質的でかつ重要な問題点は、論理的関係

性と抽象化問題を解決できるか否かである。 

7.  結論  
	
 本稿では、我が国における司法試験、短答式問題の民法

分野を解くことを目標とする COLIEE 2016を対象に、我々
が提案した手法と実装、実験結果について述べた。法律文

書の文構造の観察に基づいて、我々のシステムは、司法試

験問題と知識源に当たる民法条文における、格の役割とそ

の関係性を明らかにするために、述語項構造を利用した。

また、我々は本システムを、COLIEE 2016 で配布された日
本語版データセットに適用した。我々のシステムは、前年

度開催された COLIEE 2015参加者のベストスコアを 7ポイ
ント上回り、また COLIEE 2016の formal runでは一位タイ
のパフォーマンスを示した。これは、我々が着眼した開発

方針の重要性を示している。 
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